
東海市告示第１２４号 

 

令和８年度東海市第２子以降認可外保育施設等利用料給付金支給要綱の一部を改

正する要綱を次のように定める。 

 

令和８年６月１７日 

 

東海市長 花 田 勝 重      

 

令和８年度東海市第２子以降認可外保育施設等利用料給付金支給要綱の 

一部を改正する要綱 

 

 令和８年度東海市第２子以降認可外保育施設等利用料給付金支給要綱（令和８年東

海市告示第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第１号中「４２，０００円」を「４５，７００円」に改め、同項第３

号ア中「１６，３００円」を「１７，７００円」に、「４５０円」を「４９０円」に

改め、同号ア中「１６，３００円」を「１７，７００円」に改め、同号イ中「４２，

０００円」を「４５，７００円」に改める。 

   附 則 

この要綱は、令和８年１０月１日から施行する。 


